
 
 

 World Academy Nursery School 利用規約 

 

この利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社ラソス（以下「当社」といい

ます）が運営管理する All English Nursery School（認可外保育施設）「World Academy 

Nursery School」（以下「当スクール」といいます）においてお子様の保育サービスを利

用されるお客様（以下「利用者」といいます）がその利用に際して遵守すべき事項を定め

たものです。 

当スクールの利用の際には、本規約が適用されますので、ご利用の前に必ずお読みいた

だき、利用者となる保護者様において本規約に同意した上で、お申し込みください。 

 

第１章 ［総 則］ 

第１条（目的・適用） 

1. 本規約は、利用者と当社との間で成立する当スクール利用にかかる利用契約（以下「本

契約」といいます）において適用されます。利用者は、本規約のすべてに同意した上で、

本契約の申し込みをされたものとみなされます。 

2. 当スクールより別途配布または提示する「入園のしおり」に記載された条件等も本契約

の内容となり、利用者にはそれを順守いただきます。また、本契約に基づくサービスの

利用に当たっての説明書き、注意書き、その他当社より利用者へ別途配布または提示す

る資料等があった場合、利用者には、これらに記載の事項も順守いただきますので、十

分ご確認ください。 

3.  本規約の内容は、必要に応じて、利用者の一般の利益にかなう範囲、または本規約の

目的に反しない合理的な範囲で変更されることがあります。この場合、当社は、変更後

の本規約の内容および効力が生じる日を、当社ウェブサイト上の適宜の場所への掲載

その他の方法により利用者に周知するものとし、変更後の本規約はその効力が生じる

日から効力を生じるものとします。 

 

第２条（利用契約の成立等） 

1. 利用者は、当社所定の方法でお子様の入園申し込みを行うものとします。この申し込み

に対して当社が書面又は電磁的方法によって入園を承諾する旨の通知をしたときに、

当社と利用者間で本契約が成立します。 

2. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、入園の申し込みを承諾しないこ

とがあります。なお、当社は入園申込者に対し、不承諾の理由を説明する義務を負わな

いものとします。 

(1) 当社に提供した情報の全部または一部につき、虚偽、誤記または記載漏れその他の

不足があった場合 

(2) 反社会的勢力等である、または反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与の



 
 

可能性があると当社が判断した場合 

(3) 過去に当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合 

(4) 前(1)から(3)のほか当スクールの利用が困難である、または相当でないと当社が

判断した場合 

 

第３条（入園料、保育サービス料等） 

1. 前条の入園承諾によって本契約が成立し、次の費用（以下「入園金等」といいます）の

納入完了後の当社が指定した日から、利用者は当スクールの利用が可能となります。 

① 入園料 

② 初月分の保育料 

③ 初年度分の教材費 

④ 初年度分の施設利用料 

⑤ その他別途当社より案内される費用があれば、その費用 

2. お支払い期限までに入園金等の納入完了が確認できない場合、その期限後のお子様の

ための利用枠・籍は保証されません。入園金等の納入完了が期限後となる場合、ご希望

の時期から当スクールの利用ができないことがあります。 

3. 本契約に基づくお子様への保育サービスの利用に当たって、利用者は、お子様が所属す

るクラス等に応じた保育料を毎月銀行が定める引き落とし日に翌月分として、ご提出

いただいた自動振替申請用紙の口座からの引き落としにより支払うものとします。ま

た追加利用、長期休みなど当スクール所定のチケットにより利用する場合は、事前にチ

ケット購入の上これを使用し利用するものとします。詳細については、当スクールのウ

ェブサイトに記載の料金表のとおりです。 

4. 利用者は、前項の保育料のほか、施設維持費および教材費、制服代その他の実費を当社

指定の期限および方法により支払うものとします。 

5. 第 1 項、第 3 項および前項に記載した費用については、第 3 項のチケットの未使用残

数分および第 4条による場合を除き、中途退会、登録抹消その他いかなる場合も返金さ

れないものとします。 

6.  第 3項の未使用チケットの残数分については協議のもとで返金できる場合があります。 

第４条（クーリング・オフ） 

1. 利用者は、契約成立の日から起算して 8日間以内であれば、書面または電磁的方法（メ

ールや FAX、SNS、当社の送信フォーム等）によりに契約を解除すること（以下「クーリ

ング・オフ」といいます）ができます。なお、利用者がクーリング・オフをした際には、

違約金等の支払いをすることは不要です。また、この場合に、当社が費用等を既に受領

しているときは、全額が返金されます。ただし、提供済みの教材等を既に開封または利

用し、あるいはその全部若しくは一部を使用または消費したときはこれらの費用、およ

び既に実施済みの保育の利用料金はクーリング・オフをすることができません。 



 
 

2. 当社が利用者に対して不実の事項を告げ、または威迫したことによりクーリング・オフ

が妨害された場合は、利用者は、改めて当社からクーリング・オフができる旨の通知を

受領して説明を受けた日から起算して 8日間以内であれば、クーリング・オフをするこ

とができます。 

3. クーリング・オフは、利用者が当社宛に発信したときにその効力が生じます。 

4. クーリング・オフの文例については、下記のとおりです。 

記 

［クーリング・オフの文例］ 

契約解除通知書 

株式会社ラソス 殿 

貴社との間で＊＊年＊＊月＊＊日付締結の利用契約について、World Academy 

Nursery School 利用規約第４条（クーリング・オフ）に基づき契約を解除します。

つきましては、支払済みの＊＊円を下記口座にお振込み下さい。 

口座情報：＊＊銀行＊＊支店 普通預金口座＊＊＊＊  ＊＊＊＊ 

＊＊年＊＊月＊＊日  住所＊＊＊＊  氏名＊＊＊＊ 

 

第５条（退会） 

1. 前条のクーリング・オフ期間経過後においても、利用者は、本契約を解約すること

（退会）ができます。 

2. 退会を希望する場合は、退会希望月の前前月末日までにその旨を書面またはメールに

より当社まで通知する必要があります。 

例）8月に退会したい場合は、6月 30日までに通知する必要があります。7月 1日

以降に通知された場合は、8月分の利用料金が発生します。 

 

第６条（当日の欠席、途中退席、遅刻等） 

1. 利用者都合による保育当日の欠席、途中退席、遅刻等があった場合おいても、支払い

済みの保育料等の返金はされません。また、原則として別日での振替保育はなく、当

該回分は消化されます。 

2. やむを得ない事由により、利用者が保育日の日程変更を希望する場合、予定日の 2日

前（以下「変更期限」といいます）までに、その旨当スクールへ連絡し、当スクール

との間で日程調整を行うものとします。ただし、次の場合は、日程変更が行えない場

合があります。 

(1) 変更期限を超えてお客様からの日程変更の連絡があった場合 

(2) 当スクールが日程の変更ができないと判断した場合 

 

第７条（お子様に関する事前通知） 



 
 

1. 利用者は、お子様について次の各号に該当する事由がある場合は、入園時に、当社に通

知するものとします。 

① アレルギー・痙攣・引きつけ・てんかん・心臓病・喘息などの健康状態その他留意

すべき疾患等がある場合 

② 言葉や歩行、性格や行動その他に関して、身体的または精神的な状態や発達におい

て留意すべき点がある場合 

③ その他、当スクールが各コース、レッスンを提供するにあたりお子様に関して留意

すべき点がある場合 

2. 前項の他、利用者は、次の各号に該当する事由がある場合には、お子様の保育利用の都

度、事前に、当社に通知するものとします。 

① 利用者または利用者の家族もしくは同居者が、当該保育予約日から遡って 2 週間

以内に、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症その他の感染症（以下、「感

染症」といいます。）に罹患した場合もしくは罹患が疑われた場合、または感染症

の罹患の有無について検査、もしくは検査の実施を要請された場合 

② 前項①から③の事由が新たに発生した、または通知済みの内容に変更が生じた場

合 

③ その他、当スクールが留意すべき点がある場合 

3. 利用者は、前各項の事由により（例えば、疾患等が重度のものである場合などにより）

当スクールの利用が困難であると当社または担当者が判断した場合、保育予約の確定

前後にかかわらず、利用の中止または予約をお断りする場合があることを、あらかじめ

了承するものとします。当該中止等により利用者に生じた不利益や損害について当社

は一切責任を負いません。 

 

第２章 ［権 利 義 務］ 

第８条（権利帰属） 

1. 当スクールに関する所有権および知的財産権（当スクールの利用に伴い、利用者へ提供

されるサービス、当社や担当者の保有する知見や保育ノウハウ、運営ノウハウおよびこ

れらに関する資料や情報に関する著作権等を含みます）は、当社に帰属しており、かつ

利用者には移転しないものとします。 

2. 利用者は、いかなる理由によっても当社または権利者の知的財産権を侵害する行為、ま

たは侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。  

 

第９条（肖像等） 

1. 当社は、保育の実施内容（保育中の様子、お子様の創作された作品、著作物など）を、

録画または写真撮影等することがあります。当社は、これらを行った場合、動画・写真

等を当スクールのサービス提供の目的で利用するほか、当スクールのサービス向上・改



 
 

善、研究開発等の目的で利用します。 

2. 当社が前項の動画・写真等を、個人が特定される形態、方法で利用する場合（例えば、

販売促進や実績紹介等のために当スクールのウェブサイト等に、利用者やお子様の顔

や名前とともに“お客様の声”などと掲示する場合など）は、ご本人に事前連絡のうえ、

承諾を得た場合にのみ利用することができるものとします。 

 

第１０条（非保証等） 

1. 当社は、利用者に対し、次のことを保証しません。利用者は、お子様の成長等について

は個人差があること、および次のことは保証されないことを理解し、事前に了承するも

のとします。 

(1) 当スクールの利用により、お子様のスキル、知識が利用者の要望する習得レベルま

で到達すること。 

(2) 当スクールの利用により、お子様が特定の試験や検定等に合格するなど、一定の成

果や有益な機会等が必ず得られること。 

(3) その他利用者の特定の目的に適合すること。 

2. 当スクールに関するサービスの提供の一時中断、停止、終了、利用不能等（次のいずれ

かの事由に該当する場合を含みますが、この限りではありません。）に関連して利用者

が被った損害につき、その発生が当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は、

当該損害を賠償し、または補填する責任を負いません。 

(1) 当該サービスに関連するシステムの一時中断、停止、終了、利用不能または変更等

の場合 

(2) 天災地変・停電・暴動・騒乱・戦争・労働争議その他の不可抗力により提供が困難

な場合 

(3) その他運用上または技術上の事由により当社が提供の一時中断等が必要であるか、

または不測の事態により提供を困難と判断した場合、当スクールに関する事業を

終了する場合 

 

第１１条（利用時の注意事項） 

1. お子様の不注意等により、当スクール施設内の備品、器具、機材その他を汚損・破損・

毀損・紛失等した場合、これらを賠償いただくことがあります。 

2. お子様同士のケンカやトラブル、これらにともなう怪我等に関して当社は責任を負い

ません。 

3. 当スクール利用時のお子様の健康状態、貴重品などの所持品の管理については、利用者

自らの責任において行うものとします。 

 

第１２条（機密情報） 



 
 

利用者は、当スクールの利用に伴い、当社より提供を受け、または知得した当社の機密

情報（当スクールの運営内容を含む営業上、技術上、財産上、その他当社の教育ノウハ

ウ、運営ノウハウに関する資料や情報、担当者の個人情報を含みます）を適切に管理し、

当社の事前の承諾なしに第三者へ開示または漏洩してはならず、また当社の許諾する

目的以外に使用してはならないものとします。 

 

第３章 ［禁 止 行 為］ 

第１３条（禁止行為） 

1. 当スクール利用に関する禁止行為は、以下の通りです。利用者は、お子様にもこれらの

行為が無いよう管理いただく必要があります。 

(1) 当スクール運営、保育等の進行を妨げ、または他のお客様の迷惑となる行為 

(2) 他のお客様、当社または当社関係者その他第三者の著作権、商標権、特許権、実用

新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、

または侵害するおそれのある行為 

(3) 他のお客様、当社または当社関係者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つ

ける行為 

(4) 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為

を勧誘、幇助、強制、助長する行為 

(5) 他のお客様の情報収集目的、宗教や政治活動など当スクールと関係のない団体や

活動への勧誘目的で当スクールを利用する行為 

(6) 当スクールより提供された情報、教材、テキスト、資料、データ等の著作権、商標

権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為（当該

情報や各種コンテンツ等を複製、改変、転載、引用、SNSその他メディアへの掲載、

公衆送信、送信可能化、アップロード、販売、レンタル、上映または放送する行為、

事前許諾なしに録音、録画、撮影等を行う行為がこれに該当しますが、これに限ら

れるものではありません） 

(7) その他､当社が不適切と判断した行為 

2. 前項各号の禁止事項に該当するか否かについては、当社の裁量により判断することが

できるものとします。 

 

第４章 ［解 除 等］ 

第１４条（解除等） 

1. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または

催告することなく、契約を解除し、退会いただくことができるものとします。 

(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正され

なかった場合 



 
 

(2) 次条（反社会的勢力等）に違反した場合 

(3) 正当な理由なく当社の指示や方針に従わなかった場合 

2. 前項による解除時に、未支払の利用料金等が残っていた場合、利用者は直ちにすべての

支払を行わなければならないものとします。  

 

第１５条（反社会的勢力等） 

1. 利用者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約

するものとします。 

(1) 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから 5 年を経過しない者であ

ること 

(2) 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること 

(3) 自らまたは第三者を利用して、暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること 

2.  前項の誓約に違反したことから本契約が解除等されたことにより利用者に損害が発生

した場合であっても、当社はその損害を賠償する責任を負わず、利用者はこれを請求

できないものとします。 

 

第１６条（損害賠償） 

利用者は、当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。  

 

 

第５章 ［雑 則］ 

第１７条（譲渡等） 

利用者は、事前の承諾なく、当スクールの利用者としての地位または本規約に基づく権

利もしくは義務につき、第三者に譲渡しもしくは貸与し、または担保に供してはならな

いものとします。 

 

第１８条（協議） 

本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠

意をもって協議し処理解決するものとします。 

 

第１９条（合意管轄） 

当スクール利用に関して紛争が生じた場合は、当社の所在地を管轄する地方裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第２０条（契約期間） 

本契約の期間は、当社からの入園承諾の通知日からお子様が満５歳となる年度の３月



 
 

末日（それ以前に利用者が退会するときはその退会日）までとなります。 

 

第２１条（存続条項） 

退会後においても、第８条（権利帰属）、第９条（肖像等）、第１０条（非保証等）、第

１２条（機密情報）、第１３条（禁止行為）、第１５条（反社会的勢力等）、第１６条（損

害賠償）、第１９条（合意管轄）および本条（存続条項）は、なお有効に存続します。  

以上 

 

2026年 2月 1日 


